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( 882) 1111

国民年金特集 〒120　東京都足立区千住一丁目50

足立区の
53年2 月1 日現在

人 口　　　　　　　　625, 776人

拠出年金被保険者数　140, 225人

拠出年金受給権者数　　14, 341人

福祉年金受給権者数　　15, 649人

あなたは年 金に加入していますか？
拠 出 年 金
かけ金を納めて受ける年金

国民年金に加入する人
日本人で国内に住所のある20歳～59歳までの人

強制加入者( 必ずはいらなければならない人)
自営業者や自由業の方およびその配偶者などで他の公

的年金( 厚生年金、共済組合等) に加入していない国内
に住所のある日本国民。
老齢年金を受けるためには満60歳になるまでに最低25
年( 生年月日によっては下の表のとおり10年から24年に
短縮されます) 以上納付することが必要です。

任意加入者( 希望ではいれる人)
サラリーマンの奥さんや、昼間部の学生、公的年金制

度の受給権者とその配偶者の方などです。

老齢年金受給資格期間表( 52年7月現在)

いく つ かの 年金制度に 加入した方へ

( 通算年金制度)
公的年金制度では、国民年金、厚生年金、船員保険、共済組

合等の年金制度があり誰でもがどこかの年金に加入すること
が義務づけられています。
どの年金に入るかは、その方の職業によって違います。
職業が変ったために一つの年金制度だけでは年金をもらえ
る年数に満たない方のためそれぞれの加入期間を合せて一定
の年数( 生年月日)によっては左下の表のとおり10年から24年
に短縮されます) 以上になれば年金を支給するのが通算年金制
度です。
将来年 金を受けるためには国民年金と通算のときは25 年以

上、厚生年金等の場合は20年以上加入していることが必要です。
この年数を満たせば厚生年金などの分は60 歳から、国民年

金の分は65歳からそれぞれの期間に応じた年金が支給されます。

ただし、厚生年金の脱退手当金を受けた期間は通算されません。

サラリ ーマン の 奥さ んも 加入 を
奥さんも国民年金に加入して、ご主人とは別にご自分も年
金を受けられるようにしてはいかがですか。
サラリーマンの奥さんはご主人が厚生年金などに加入して

いるため任意加入となり1 年以上加入するだけで老齢( 通算)
年金が受けられます。
これは結婚後の厚生年金等の加入期間( 昭和36年4 月1 日
以降) と保険料を納めた期間が合せて25年以上( 生年月日に
よって左の表のとおり10年から24年に短縮されます) あれば
納めた期間に応じた年金が支給されるからです。
奥さん自身の年金権を無駄にしないためにも希望の方は加
入しましょう。

例1

65歳から国民年金より10年分の通算老齢年金が終身受けられます

例2

60歳から厚生年金8年分、65歳から国民年金8年分の通算老齢
年金が終身受けられます

厚生年金等に加入された方は国民
年金をやめる手続をしましょう。
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保険料(かけ金)

国民年金保険料は必ず納めましょう

保険料を納めないでおくと、将来、年金を受けるときに、
受給額が少なくなるだけでなく、年金が受けられない場合も
ありますから必ず納めてください。
老齢( 通算) 年金は、納めた期間が長いほど、受給額が多
くなりますので、未納期間がないようにしましょう。
保険料を納めると、所得税と住民税の両方の所得控除が受
けられます。
納め忘れの保除料は、下の表の納期限までに納めてくださ

し丶。
納めることが出来る保険料は、つぎの期間に限ります。

国民年金保険料が53年4月より改訂されます

保険料の支払は便利な口座振替のご利用を

電気、ガス等の自動支払と同様に、金融機関があなたに変
って、ご指定の預金口座から自動的に保険料を納付するしく
みです。

○ 取扱金融機関… …銀行・信用金庫・信用組合の本、支店・
農協( 郵便局は除く。)

○ 振替のできる預金口座…… 普通預金・当座預金・合同運用
指定金銭信託に限ります。

○ ご家族の預金口座からも振替られます。
手続きは、
○ あなたの預金口座のある金融機関の窓口へ、国民年金手帳、
預金通帳、通帳に使用している印鑑を持参し、お申し出く
ださい。

振替日は

強制加入の方へ

保険料を納められないときは免除の手続を

追納もできます

経済的な事情などで、保険料を納めることが困難なときは、
保険料を免除する制度をご利用ください。
この手続をしておけば、将来年金を受ける権利が保障され
ます。ただし免除期間の年金額は3 分の1 と計算されます。
また、経済的に余裕ができ保険料が納められるようになっ

たときは過去の免除された期間のうち10年以内のものに限っ
てその当時の保険料で納める( 追納) ことができます。
追納した場合年金額は減額されず普通に納めたと同じ年金

額となります。
免除には、申請免除と法定免除があります。

申請免除… …所得が少ない方、病気などで生活が苦しい方。
法定免除……生活保護法による生活扶助、国民年金の障害年

金、障害福祉年金または母子福祉年金を受けて
いる方。
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金融機関 あ な た 足立区役所

( 1) 申し込み

( 2) 申し込み通知

( 3) 納付書を送付する。

( 4) あなたの預金から支払いをします。

( 5) ( 〒) 領収書
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年金の受けかたと年金額のいろいろ
《年金を受けるには請求の手続きをしてください》

拠出年金の種類と年金額 ( 52年7月から実施)

満65歳になったら老齢(通算)年金の請求を

満60歳をすぎて加入期間が終り、保険料を完納( 免除期間
も含まれます) された方は、満65歳になったとき、老齢( 通
算) 年金の請求をして下さい。
手続は印鑑、年金手帳、銀行、信用金庫等へ振込希望の方は
本人名儀の預金通帳をご用意のうえ区役所国民年金課までお
いでください。なお、事情により早く年金を受けたい方は、希
望すれば60歳から、右の表のように減額された年金の請求も
できます。(請求するときは、上記の外に最近1 年以内の保険
料領収書添付)

ただし、減額された率は終身かわりません。
65歳前に支給を希望した場合の減額率

なお、66歳以降に支給を希望( 65 歳前に申出が必要) する
こともでき、この場合は年齢によって年金額が多くなります。

国民年金の加入者や受給者の特典

住宅資金貸付制度
国民年金に5 年以上加入し、申込時までに引続き保険料の
納付済期間が2 年以上ある方は住宅購入等の資金を借ること
ができます。
お問い合せ先　　住宅金融公庫東京支所　( 812) 1111

年 金 担 保 貸 付
国民年金の年金を受けている方が、年金を受ける権利を担
保にして小口資金の融資を受ける制度です。
お問い合せ先　　　年金福祉事業団　( 502) 2481

国民年金の請求は

区役所二階14番窓口で

国民年金保養センター
保養センターは、国民年金の加入者と受給者、家族の方の

健康増進や休養、レクリェーションに役立てていただくため
に全国各地に建設されています、気軽にご利用下さい。
お申し込み、お問い合せは、直接保養センターへ 。
予約は6 ヵ月前から受付ます。

国民年金保養センター
つがる富士見荘　青森県北津軽郡鶴田町　　　　( 0173) 　22- 3003
の し ろ　 秋田 県能 代 市落合　　　　　　( 01855) 　4 ―2121
も ヵf み　山 形県最 上 郡最上 町　　　　　( 02334) 　4 ―2311
阿 多 多 羅　 福 島県二 本 松 市岳 温泉　　　　( 024324) 　　2306
こ し 匕　新 潟県北 魚 沼郡 湯之 谷村　　　( 02579) 　2 ―6111
*: ■ 津- rユこ爻　gss5・妻s=● 4・I　　　　　( 027988) 　　3960

ひ み　富 山県氷 見 市姿　　　　　　　( 0766) 　79 ―1324
刀 と　石J I I県羽 咋郡志雄 町　　　　　( 076729) 　　4181
爿匕i衂i 胡 畔 荘　 福井 県坂 井 郡芦 原町　　　　　( 0776) 　79 ―1124
ぶ り‾ン ハ イぶ　岐 阜県 養老 郡養 老町　　　　　( 05843) 　2 ―3118

翠 湖 苑　滋 賀県 高島 郡高 島町　　　　　( 07403) 　6 ―1140
く ま 口 し　和 歌山 県東 牟妻 聆那 智勝 浦町　( 07355) 　7 ―0633
り丶 な ば し　鳥 取市 松原　　　　　　　　　( 0857) 　57 ―0224
湖 陵 荘　 島 根県簸 川 郡湖陵 町　　　　　( 0853) 　43 ―1311
し も つ しゝ 　岡 山県 倉敷 市下 津井　　　　　( 0864) 　79 ―8880
1原 平 堀E　山 口県 下関 市火 心山公 園　　　( 0832) 　32 ―5900
う わ 匕 ま　蹙丿爰県 宇孝口島711丸秘1　　　　　( 08952) 　5 ―3000
太 宰 府　福 岡県築 柴 郡太 宰府町　　　　( 09292) 　5 ―5801
カ・ ん ざ き　f左賀県 神 埼郡神 埼町　　　　　( 09525) 　3 ―1188
くにさき望 海 苑　大 分県 東国 東郡 国東町　　　　( 09787) 　2 ―2112
青 島 太 陽 閣　 宮崎 市大字 青島　　　　　　　( 09856) 　5- 1531
垂 水1温泉 ホテ ル　 鹿児島 県垂 水市 綿江 町　　　　( 09943) 　2 ―1531
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福 祉 年

金

福 祉 年 金 と は

国民年金は、かけ金を納めて受ける拠出年金が基本となり
ますが、国民年金制度が始まったとき、高齢に達していた方、
障害者や母子世帯であった方などに支給される年金です。(国

の負担によって支払われるため、本人や配偶者。扶養義務者
の制限額をこえる所得または本人が他に年金を受けていると
きは支給が停止されます。)

福 祉 年 金 の 種 類 と 金 額 ( 52年8 月から実施)

福祉年金の支払いは、4 月、8 月、12月です。( ただし、12月分については11月11 日から支払われます。)

老齢福祉年金の請求に必要なもの

公的年金による制限

所得による制限
所得による支給制限( 昭和51年中の所得金額)

福祉年金の定時届は8月11日からです
福祉年金の定時届は、昨年まで5 月に行っていましたが、
昭和53年度以降は、8 月11日から8 月31日までに変更になり
ます。
8 月の支払いを受けてから証書を提出していただくことに

なりますが、8 月11日から8 月31日までに定時届をしていた
だきませんと次回の支払日( 11 月11日) までには、福祉年金
証書の交付が出来なくなりますので、ご注意下さい。

お問い合せ、手続きは
○ 加入・喪失……………………適用係　386～388
〇かけ金、納付書発行…………検認係　396～399

〇口座振替、保険料免除手続き…記録係　394～395
〇年金請求の手続き……………給付係　392～393


